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県の規定 
その他関連指針等 

届出の手引き等 審議会関連規定 

国の規定 

景観法 

(H16.6.18施行・最終改正 H30.6.8) 

山形県景観条例 

(H20.7.1施行・最終改正 R1.10.8) 

◇第１章 総則 

◇第２章 景観計画 

◇第３章 眺望景観資産 

◇第４章 景観回廊 

◇第５章 公共事業の景観形成 

◇第６章 削除 

◇第７章 雑則 

山形県公共事業景観形成基準（県実施建設事業） 

(H20.策定) 

◇県条例第３２条に基づき制定 

山形県景観規則 

(H20.2.26施行・最終改正 H20.11.21) 

◇条例第７章 雑則に基づき制定 

◇景観計画、眺望景観資産、 

景観回廊の告示 

◇景観届出の様式、届出対象外規模 

◇その他 手続きについて規定 

景観法施行令 

(H16.12.15施行・最終改正 H27.11.26) 

 

景観法施行規則 

(H16.12.15施行・最終改正 R2.12.23) 

 

届出の手引き 

(最終改正 H22.4) 

届出のＱ＆Ａ 

(最終改正 H30.5) 

)) 

 

景観法運用指針 

(H16.12施行・最終改正 H30.4) 

 

山形県景観計画（景観行政団体を除く県内地域） 

(H20.5.23策定・最終改正 H31.4.1) 

◇景観法第８条、県条例第７条に基づき制定 

◇規制区域、景観形成基準について規定 

◇景観重要建造物、景観重要樹木の指定の方針 

 

ふるさとやまがた美しい景観づくり基本方針（県全体） 

(H20.5.23策定) 

◇県条例第３条に基づき制定（目標・方針・重要事項） 

山形県景観形成審議会条例 

(R2.2.8施行) 

 

令和３年３月 県土利用政策課 作成 

反 映 

策 定 

策 定 

委 任 

策 定 

山形県公共施設等色彩デザインマニュアル 

(H12.1.策定) 

 

山形県県土景観ガイドプラン 

(H7.6.策定) 
山形県公共事業等景観形成指針 

(H11.3.策定) 

反 映 

策 定 

公共事業景観づくりチェックシート 

反 映 

策 定 

山形県景観形成審議会運営細則 

(R3.3.8施行) 

 


